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企画観光課　 行
高千穂町役場

高千穂町大字三田井 13 番地
宮崎県西臼杵郡

日743あと

9月20日現在
高千穂町武道館：剣道競技開催まで

★１に運動  ２に食事  しっかり禁煙  最後によい睡眠 ～健康寿命の延伸～
　私たちの寿命は延び続け、今では“人生100年時代”とも言われています。
　長い人生、いつまでも自分らしく元気に過ごすためには「健康寿命」を伸ばすことが重要です。健康寿命には
生活習慣病が大きく関係しています。疾病の早期発見や早期治療にとどまることなく、生活習慣を改善して健
康を増進し、生活習慣病の発症を予防することが大切です。

《運動習慣・活動量を増やそう》
　身体活動量を増やすことで、肥満や生活習慣病の悪化や予防、加齢に伴う筋肉量の低下や認知機能低下のリ
スクを下げることができます。運動する時間が作れないという人は、今より10分長く歩くなど、少しでも活動
量を増やすように心がけましょう。

《食事をおいしく、バランスよく》
　食事は３食バランスよく食べることが大事です。
　主食・主菜・副菜をそろえるとバランスのよい食事になります。日本人は野菜の摂取量が少ないため、今の食
事にもう１皿野菜をプラスすることを心がけましょう。野菜を食べることで生活習慣病の予防につながった
り、腸内環境が整ったりと体に良い影響がたくさんあります。また、高齢者はたんぱく質（肉・魚など）もしっか
り食べるようにしましょう。
　毎日の食事に牛乳やヨーグルトなどの乳製品を取り入れることもおすすめです。

《しっかり禁煙》
　喫煙は、がん・循環器疾患・糖尿病・COPD（慢性閉塞性肺疾患）など、さまざまな疾患の危険因子といわれて
います。
　なかでもCOPDの最大の発症要因です。COPDは、今後、死亡原因として急速に増加すると予測されていま
す。喫煙は喫煙者だけではなく、周囲の人にも影響が及ぶので、禁煙をすることが望ましいです。病院での禁煙
治療もありますので、病院を活用するのもおすすめです。

《よい睡眠》
　よい睡眠には、光・温度・音等の環境因子、食生活・運動
等の生活習慣、睡眠に影響を与える嗜好品(カフェイン、
タバコ、飲酒など) との付き合い方も重要です。
　しっかりと眠ることも大切ですが、質のよい睡眠も心
がけましょう。

いつまでも自分らしく元気に過ごすために、できるこ
とからひとつずつ取り組んでみてはいかがでしょうか。
　健康のことで何か気になることがありましたら、お気
軽に保健センターげんき荘をご利用ください。

　生活習慣病の特性や運動・食事・禁煙など個人の生活習慣の改善の重要性について
国民一人ひとりの理解を深め、さらにその健康づくりの実践を推進するため、本年も
９月１日から30日までの１ヶ月間を『健康増進普及月間』と定め、普及啓発活動を全
国的に行います。

９月は｢健康増進普及月間｣です

保健センターげんき荘　☎0982（73）1717保健センターげんき荘　☎0982（73）1717お問い合わせ

対象となる方
■老齢基礎年金を受給している方
以下の要件を、すべて満たしている必要があります。
●65歳以上で老齢基礎年金を受けている。
●請求者の世帯全員の住民税が非課税である。
●前年の公的年金等の収入金額とその他の所得
（給与所得や利子所得）との合計額が909,000円
以下である。

■障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
●障害基礎年金または遺族基礎年金を受けている。
●前年の所得が、「4,794,000円+扶養親族の数
　×38万円以下」である。
  

これから新規に請求される方
❶対象者には、9月中旬ごろ日本年金機構から請求手
続きの案内が届きます。同封のハガキ「年金生活者
支援給付金請求書」を記入し提出してください。

❷なるべく令和7年12月末日までに届くように提出し
てください。
❸令和7年12月末日までに提出しなかった場合、令
和8年2月分以降からの支払いとなり、令和7年10
月分から令和8年1月分までの給付金が受け取れな
くなりますので注意してください。
　年金生活者支援給付金の請求でお困りの時はお電
話ください。

給付金専用ダイヤル  ☎０５７０－０５－４０９２
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町民生活課 国民年金係　☎0982（73）1203町民生活課 国民年金係　☎0982（73）1203お問い合わせ

　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準以下の
年金受給者を支援するために、年金に上乗せして給付金を支給される制度です。
　給付を受け取る場合には、請求手続きが必要となります。

年金生活者支援給付金をご存じですか？


